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※内容に関するお問い合わせは、上記の宛先までＦＡＸ等文書にてお送りください。なお、個別事案に関するご質問にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

1　中小企業の支援
⑴ 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長

中小企業者等の法人税率（年800万円以下の所得金額）について、
19％を15％に軽減する特例の適用期限が2年間延長されます。

2　地方法人課税における新たな偏在是正措置
地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化を踏まえ、特別

法人事業税（仮称）、特別法人事業譲与税（仮称）が創設されます。
① 特別法人事業税（仮称）

消費税率10％段階において、法人事業税（所得割・収入割）の一
部（法人事業税の約30％）が分離され、特別法人事業税（仮称）

（国税）とされます。
② 特別法人事業譲与税（仮称）

特別法人事業税（仮称）の税収（全額）が都道府県に譲与されま
す。人口を譲与基準として、不交付団体に対して譲与制限の仕組
みが設けられます。

3　森林環境税（仮称）、森林環境譲与税（仮称）の創設
森林整備等に充てる財源の確保のため、森林環境税(仮称)と森林

環境譲与税（仮称）が創設されます。
① 森林環境税（仮称）

国内に住所を有する個人が国税として年額1,000円が課され、
個人住民税とあわせて賦課徴収されます。

② 森林環境譲与税（仮称）
森林環境税（仮称）の収入額に相当する額を市町村と都道府県に
譲与し、森林整備の費用等に充てられます。

２　イノベーション促進のための研究開発税制の見直し
　質の高い研究を後押しするとともに、研究開発投資を増加させた
場合のインセンティブを強化する観点から、以下のように研究開発税
制が見直されます。
⑴ 特別試験研究費に係る税額控除制度（オープンイノベーション型）

オープンイノベーション型について、対象範囲に民間企業（研究開
発型ベンチャーを含む）への一定の委託研究が追加されるとともに、
控除税額の上限が法人税額の10%（現行：5%）に引き上げられます。

⑵ 試験研究費の総額に係る税額控除制度（総額型）
総額型について、税額控除率が見直された上、研究開発を行う一

定のベンチャー企業の控除税額の上限が法人税額の40%（現行:
25%）に引き上げられます。

⑵ 中小企業投資促進税制の延長
中小企業者等が機械装置等の対象設備を取得等した場合に適用

できる中小企業投資促進税制が、2年間延長されます。

⑵ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
住宅借入金等特別控除は、個人が住宅借入金等を利用してマイ

ホームの新築、取得又は増改築等を行い、一定の要件を満たした場合、
その取得等に係る住宅借入金等の年末残高（一般住宅の場合は4,000
万円が限度）の1％を10年間、税額控除が適用できる制度です。

改正案では、個人が消費税率10％が適用される住宅を取得し、平
成31（2019）年10月1日から平成32（2020）年12月31日までの間
に居住した場合、住宅借入金等特別控除の控除期間が現行の10年
間から13年間に3年間延長されます。

なお、11年目以降の3年間については、消費税率2％引き上げ分
の範囲で控除額の上限が設けられ、①住宅借入金等の年末残高

（4,000万円（注）を限度）の1％、②建物購入価格（税抜4,000万円
（注）を限度）の3分の2％、のいずれか少ない金額の税額控除が適用
できます。

（注） 長期優良住宅、低炭素住宅、東日本大震災の被災者等に係る再建

住宅の場合は、借入金年末残高の上限や建物購入価格の上限は、

5,000万円となります。

⑶ 中小企業経営強化税制の延長
中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の

中小企業者等が、特定経営力向上設備等を取得し、指定事業の用に
供した場合に、即時償却又は税額控除（10％）が適用できる中小企業
経営強化税制について、働き方改革に資する設備も適用対象とした
上で、適用期限が2年間延長されます。

法人会版速 報

＊ このパンフレットは、平成30年12月21日に閣議決定さ
れた平成31年度税制改正大綱等に基づいています。

　今後の国会審議等にご留意ください。
＊ 平成31年分以降の元号につきましては、便宜上、平成を

使用するとともに西暦を併記してあります。

適用時期

　平成33(2021)年3月31日まで適用期限が延長されます。

適用時期

　平成33(2021)年3月31日まで適用期限が延長されます。

適用時期

　平成33(2021)年3月31日まで適用期限が延長されます。

⑷ 中小企業における災害に対する事前対策のための設備投資に係
　る税制上の措置

中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえ、事前対策の取
組を推進する観点から、中小企業等経営強化法の改正を前提とする
事業継続力強化計画（仮称）の認定を受けた一定の中小企業者が防
災・減災設備を取得等をした場合に、20％の特別償却ができる措置
が講じられます。

Ⅰ  法人税関係

平成31年度版

税制改正 あらましの税制改正 あらましあらましあらましののの
法人会キャラクター けんた法人会キャラクター けんた法人会キャラクター けんた法人会キャラクター けんた法人会キャラクター けんた法人会キャラクター けんた法人会キャラクター けんた

適用時期

　改正中小企業等経営強化法の施行の日から平成33(2021)年
3月31日までの間に特定事業継続力強化設備等の取得等をし
て、事業の用に供した場合に適用されます。

適用時期

　①の改正は平成31(2019)年10月1日以後に開始する事業年
度から、②の改正は平成32(2020)年度から適用されます。

適用時期

　①の改正は平成36(2024)年度から、②の改正は平成31(2019)
年度から適用されます。

適用時期

　消費税率10%の住宅を取得し、平成31(2019)年10月1日から平
成32(2020)年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用
されます。

　中小企業投資促進税制の概要

対象
設備

税制
措置

・機械装置（1台160万円以上）

・測定工具及び検査工具（1台120万円以上又はその

事業年度で1台30万円以上かつ複数合計120万円

以上）

・一定のソフトウェア（一の取得価額が70万円以上

又はその事業年度の複数合計70万円以上）

・貨物自動車（車両総重量3.5トン以上）

・内航船舶（取得価格の75％が対象）

・個人事業主、資本金3000万円以下の中小企業

30％特別償却又は7％税額控除の選択適用

・資本金3000万円超の中小企業

　30％特別償却
（注） ①、②のいずれか少ない金額の税額控除が適用できます。

住宅区分 税制措置

　【現行】（１～１０年目）

一般住宅

認定長期優良住宅
認定低炭素住宅

東日本大震災の被
災者等に係る再建
住宅

住宅借入金等の年末残高（4,000万円を
限度）×1％

住宅借入金等の年末残高（5,000万円を
限度）×1％

住宅借入金等の年末残高（5,000万円を
限度）×1.2％

（居住年により、住宅借入金等の年末残高 
   の限度額が異なります）

　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の概要

本則税率
特例の
税率

15％

中小法人
（資本金 1 億円
以下の法人）

所得金額が年800万円超

所得金額が年800万円以下

23.2％

19％

① 住宅借入金等の年末残高（4,000 万円
を限度）×1％

② 建物購入価格（税抜4,000万円を限度）
×2％÷3

① 住宅借入金等の年末残高（5,000 万円
を限度）×1％

② 建物購入価格（税抜5,000万円を限度）
×2％÷3

① 住宅借入金等の年末残高（5,000 万円
を限度）×1.2％

② 建物購入価格（税抜5,000万円を限度）
×2％÷3

　【改正案】（11～１3年目）※1～10年目は現行制度が適用されます。

一般住宅

税制措置

認定長期優良住宅
認定低炭素住宅

東日本大震災の被
災者等に係る再建
住宅

住宅区分

（注） 中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。

機械装置

器具備品

建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの

　災害に対する事前対策の対象設備

1台又は１基の取得価額が100万円以上のもの

1台又は１基の取得価額が30万円以上のもの

　住宅借入金等特別控除の概要



適用時期

　平成31年4月1日以後開始事業年度から適用されます。

適用時期

　平成31(2019)年6月1日以後に支出された寄附金ついて適用
されます。

⑶ 中小企業技術基盤強化税制
　中小企業技術基盤強化税制について、税額控除率が見直された
上、試験研究費が高い水準の中小企業者等には、その控除率を割り
増す措置が講じられ、適用期限が2年間延長されます。

⑷ 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度(高水準型)
　高水準型については、総額型において、試験研究費が高い水準の
企業に対する控除率の割増し措置が講じられたことに伴い、廃止さ
れます。

1　空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の拡充
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続から3年を経過

する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を
相続した相続人が、その家屋（一定の耐震基準を満たしたもの）や敷
地などを譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除すること
ができる制度です。

これまでは、老人ホーム等への入所で被相続人の家屋が空き家に
なった場合、同特例を適用できませんでしたが、改正案では、次の一
定の要件を満たせば、相続開始直前において被相続人の居住の用に
供されていたものとして適用対象とした上で、その適用期限が平成
35（2023）年12月31日まで4年間延長されます。

① 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、
相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと

② 被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで、
被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付け
の用、被相続人以外が居住の用に供していないこと

2　ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度は、自分の選んだ自治体に寄附（ふるさと納税）を

行った場合、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と
住民税から原則として全額が控除される制度です（一定の上限あり）。

改正案では、ふるさとの取組を応援するという制度の趣旨に沿わな
い、過熱する返礼品競争を抑制する観点から、次の要件に適合する自
治体をふるさと納税制度の対象として総務大臣が指定するように見
直されます。

① 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
② 返礼品は、返礼割合が３割以下で地場産品

２　特定事業用の小規模宅地等の特例の見直し
特定事業用の小規模宅地等の特例は、被相続人等の事業の用に供

されていた宅地（400㎡まで）について、相続税の課税価格を80％減
額する特例です。

改正案では、いきすぎた節税を目的とした利用を防止するため、本
特例について、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等（当
該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当
該宅地等の相続時の価額の15％以上である場合を除く）については、
その対象から除外されます。

4　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
教育資金の一括贈与非課税措置は、親や祖父母（贈与者）が金融機

関に子や孫（受贈者：0～30歳未満）名義の口座等を開設し、教育資金
を拠出した場合、受贈者ごとに1,500万円が非課税となります。

この非課税措置については、次のように見直された上で、適用期限
が2年間延長されます。

5　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置は、親や祖父母（贈与者）

が金融機関に子や孫（受贈者：20～50歳未満）名義の口座等を開設
し、結婚・子育て資金を拠出した場合、受贈者ごとに1,000万円（結婚
関係費用は300万円）が非課税となります。

改正案では、この非課税措置について、受贈者の所得要件（1,000
万円以下）が設けられた上で、適用期限が2年間延長されます。

3　非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の
　見直し

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、以
下の措置が講じられます。

① 贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件が18歳以上（現
行:20歳以上＊）に引き下げられます。

② 一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型
会社・資産運用型会社に該当した場合においても、その該当し
た日から6ヵ月以内にその状態が解消されたときは、納税猶予
の取消事由に該当しないものとされます。

③ 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の
適用を受ける場合には、贈与税の納税猶予の免除届出の添付
資料が不要となる等の手続の簡素化が図られます。

＊ 「民法の一部を改正する法律」が平成30年6月に公布され、成年年齢
が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、税制上の年齢要件に
ついても見直されます。

Ⅱ 所得税関係

1　個人事業者の事業承継税制の創設
個人事業者の円滑な事業承継を促す観点から、個人事業者の事業

承継税制が10年間の時限措置として創設されます。
事業用の宅地、建物、その他一定の減価償却資産について、適用

対象部分の課税価格の100％に対応する相続税額・贈与税額の納税
が猶予されます。

なお、既存の特定事業用の小規模宅地等の特例との選択適用とな
ります。

Ⅲ　相続税・贈与税関係

１　消費税率の引き上げに伴う対応
平成31(2019)年10月の消費税率10％への引き上げに際し、経

済に影響を及ぼすことがないよう、自動車と住宅に関する税制上の
支援措置が講じられます。
⑴ 自動車に係る措置

消費税率引き上げ後に購入した新車から、小型乗用車を中心に、
自家用乗用車（登録車）に係る自動車税の税率が恒久的に引き下げ
られます。

また、消費税率が引き上げられる10月1日から自動車取得税が廃
止され、新たに環境性能割が導入されますが、自動車の取得時の負
担感を緩和するため、平成31(2019)年10月1日から平32(2020)
年9月30日までの間に自家用乗用車（登録車および軽自動車）を取得
した場合、環境性能割の税率が１％分軽減されます。

Ⅳ その他

適用時期

　平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続
人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。

適用時期

　平成31年4月1日以後に相続等により取得する財産に係る
相続税について適用されます。ただし、同日前から事業の用
に供されている宅地等については適用されません。

適用時期

　平成31年1月1日から平成40(2028)年12 月31日までの間に
相続又は贈与により取得する財産について適用されます。

適用時期

　①の改正は、平成34(2022)年4月1日以後に贈与により取
得する財産に係る贈与税について適用されます。
　なお、②、③の適用時期については、現時点(平成31年2
月7日現在)では明らかになっておりませんので、今後の動
向にご留意ください。

適用時期

　平成31(2019)年10月1日以後に取得する自家用乗用車につ
いて適用されます。

適用時期

　平成33(2021)年3月31日まで適用期限が延長されます。な
お、受贈者の所得要件については、平成31年4月1日以後の贈
与から適用されます。

適用時期

　平成33(2021)年3月31日まで適用期限が延長されます。
なお、①の改正は平成31年4月1日以後の贈与から、②の改
正は平成31(2019)年7月1日以後に支払われる教育資金か
ら、③の改正は平成31(2019)年7月1日以後に受贈者が30歳
に達する場合から、④の改正は平成31年4月1日以後に贈与
者が死亡した場合から適用されます。

税率区分 引き下げ幅

　自動車税の税率引き下げ

660cc超1,000cc以下

1,000cc超1,500cc以下

1,500cc超2,000cc以下

2,000cc超2,500cc以下

4,500円/年

4,000円/年

3,500円/年

1,500円/年

1,000円/年2,500cc超

対象資産

納税猶予額

承継計画

継続届出書

　個人事業者の事業承継税制の概要

相続人の要件

（認定相続人）

・被相続人の特定事業用資産（不動産貸付

事業等を除く）

宅地（面積400㎡まで）、建物（床面積800㎡

まで）及び建物以外の一定の減価償却資産

で青色申告書に添付される貸借対照表に計

上されているもの

・承継計画に記載された後継者で、経営

承継円滑化法の認定を受けた者

・平成31年4月1日から平成36(2024)年3

月31日までの間に都道府県に提出

・税務署長に相続税の申告期限から3年毎

に提出

・特定事業用資産の課税価格の100％

現行 改正案

　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

④ 贈与者が死亡し
た時点の残高

③ 教育資金契約の
終了事由

① 受贈者の所得要
件

② 教育資金の範囲

なし

年齢を問わず、一
律に使途の範囲を
設定

30歳到達時

相続財産に加算さ
れない

合計所得金額1,000
万円以下

23歳以上は学校等に
支払われる費用等に
限定

30歳到達時に在学し
ている受贈者は、在
学期間終了時又は40
歳到達時のいずれか
早い日

贈与者の相続開始前
3年以内の贈与につ
いては、㋑23歳未満
の場合、㋺学校等に
在学している場合、
㋩教育訓練を受けて
いる場合を除き、相
続財産に加算される



適用時期

　平成31年4月1日以後開始事業年度から適用されます。

適用時期

　平成31(2019)年6月1日以後に支出された寄附金ついて適用
されます。

⑶ 中小企業技術基盤強化税制
　中小企業技術基盤強化税制について、税額控除率が見直された
上、試験研究費が高い水準の中小企業者等には、その控除率を割り
増す措置が講じられ、適用期限が2年間延長されます。

⑷ 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度(高水準型)
　高水準型については、総額型において、試験研究費が高い水準の
企業に対する控除率の割増し措置が講じられたことに伴い、廃止さ
れます。

1　空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の拡充
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続から3年を経過

する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を
相続した相続人が、その家屋（一定の耐震基準を満たしたもの）や敷
地などを譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除すること
ができる制度です。

これまでは、老人ホーム等への入所で被相続人の家屋が空き家に
なった場合、同特例を適用できませんでしたが、改正案では、次の一
定の要件を満たせば、相続開始直前において被相続人の居住の用に
供されていたものとして適用対象とした上で、その適用期限が平成
35（2023）年12月31日まで4年間延長されます。

① 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、
相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと

② 被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで、
被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付け
の用、被相続人以外が居住の用に供していないこと

2　ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度は、自分の選んだ自治体に寄附（ふるさと納税）を

行った場合、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と
住民税から原則として全額が控除される制度です（一定の上限あり）。

改正案では、ふるさとの取組を応援するという制度の趣旨に沿わな
い、過熱する返礼品競争を抑制する観点から、次の要件に適合する自
治体をふるさと納税制度の対象として総務大臣が指定するように見
直されます。

① 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
② 返礼品は、返礼割合が３割以下で地場産品

２　特定事業用の小規模宅地等の特例の見直し
特定事業用の小規模宅地等の特例は、被相続人等の事業の用に供

されていた宅地（400㎡まで）について、相続税の課税価格を80％減
額する特例です。

改正案では、いきすぎた節税を目的とした利用を防止するため、本
特例について、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等（当
該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当
該宅地等の相続時の価額の15％以上である場合を除く）については、
その対象から除外されます。

4　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
教育資金の一括贈与非課税措置は、親や祖父母（贈与者）が金融機

関に子や孫（受贈者：0～30歳未満）名義の口座等を開設し、教育資金
を拠出した場合、受贈者ごとに1,500万円が非課税となります。

この非課税措置については、次のように見直された上で、適用期限
が2年間延長されます。

5　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置は、親や祖父母（贈与者）

が金融機関に子や孫（受贈者：20～50歳未満）名義の口座等を開設
し、結婚・子育て資金を拠出した場合、受贈者ごとに1,000万円（結婚
関係費用は300万円）が非課税となります。

改正案では、この非課税措置について、受贈者の所得要件（1,000
万円以下）が設けられた上で、適用期限が2年間延長されます。

3　非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の
　見直し

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、以
下の措置が講じられます。

① 贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件が18歳以上（現
行:20歳以上＊）に引き下げられます。

② 一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型
会社・資産運用型会社に該当した場合においても、その該当し
た日から6ヵ月以内にその状態が解消されたときは、納税猶予
の取消事由に該当しないものとされます。

③ 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の
適用を受ける場合には、贈与税の納税猶予の免除届出の添付
資料が不要となる等の手続の簡素化が図られます。

＊ 「民法の一部を改正する法律」が平成30年6月に公布され、成年年齢
が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、税制上の年齢要件に
ついても見直されます。

Ⅱ 所得税関係

1　個人事業者の事業承継税制の創設
個人事業者の円滑な事業承継を促す観点から、個人事業者の事業

承継税制が10年間の時限措置として創設されます。
事業用の宅地、建物、その他一定の減価償却資産について、適用

対象部分の課税価格の100％に対応する相続税額・贈与税額の納税
が猶予されます。

なお、既存の特定事業用の小規模宅地等の特例との選択適用とな
ります。

Ⅲ　相続税・贈与税関係

１　消費税率の引き上げに伴う対応
平成31(2019)年10月の消費税率10％への引き上げに際し、経

済に影響を及ぼすことがないよう、自動車と住宅に関する税制上の
支援措置が講じられます。
⑴ 自動車に係る措置

消費税率引き上げ後に購入した新車から、小型乗用車を中心に、
自家用乗用車（登録車）に係る自動車税の税率が恒久的に引き下げ
られます。

また、消費税率が引き上げられる10月1日から自動車取得税が廃
止され、新たに環境性能割が導入されますが、自動車の取得時の負
担感を緩和するため、平成31(2019)年10月1日から平32(2020)
年9月30日までの間に自家用乗用車（登録車および軽自動車）を取得
した場合、環境性能割の税率が１％分軽減されます。

Ⅳ その他

適用時期

　平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続
人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。

適用時期

　平成31年4月1日以後に相続等により取得する財産に係る
相続税について適用されます。ただし、同日前から事業の用
に供されている宅地等については適用されません。

適用時期

　平成31年1月1日から平成40(2028)年12 月31日までの間に
相続又は贈与により取得する財産について適用されます。

適用時期

　①の改正は、平成34(2022)年4月1日以後に贈与により取
得する財産に係る贈与税について適用されます。
　なお、②、③の適用時期については、現時点(平成31年2
月7日現在)では明らかになっておりませんので、今後の動
向にご留意ください。

適用時期

　平成31(2019)年10月1日以後に取得する自家用乗用車につ
いて適用されます。

適用時期

　平成33(2021)年3月31日まで適用期限が延長されます。な
お、受贈者の所得要件については、平成31年4月1日以後の贈
与から適用されます。

適用時期

　平成33(2021)年3月31日まで適用期限が延長されます。
なお、①の改正は平成31年4月1日以後の贈与から、②の改
正は平成31(2019)年7月1日以後に支払われる教育資金か
ら、③の改正は平成31(2019)年7月1日以後に受贈者が30歳
に達する場合から、④の改正は平成31年4月1日以後に贈与
者が死亡した場合から適用されます。

税率区分 引き下げ幅

　自動車税の税率引き下げ

660cc超1,000cc以下

1,000cc超1,500cc以下

1,500cc超2,000cc以下

2,000cc超2,500cc以下

4,500円/年

4,000円/年

3,500円/年

1,500円/年

1,000円/年2,500cc超

対象資産

納税猶予額

承継計画

継続届出書

　個人事業者の事業承継税制の概要

相続人の要件

（認定相続人）

・被相続人の特定事業用資産（不動産貸付

事業等を除く）

宅地（面積400㎡まで）、建物（床面積800㎡

まで）及び建物以外の一定の減価償却資産

で青色申告書に添付される貸借対照表に計

上されているもの

・承継計画に記載された後継者で、経営

承継円滑化法の認定を受けた者

・平成31年4月1日から平成36(2024)年3

月31日までの間に都道府県に提出

・税務署長に相続税の申告期限から3年毎

に提出

・特定事業用資産の課税価格の100％

現行 改正案

　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

④ 贈与者が死亡し
た時点の残高

③ 教育資金契約の
終了事由

① 受贈者の所得要
件

② 教育資金の範囲

なし

年齢を問わず、一
律に使途の範囲を
設定

30歳到達時

相続財産に加算さ
れない

合計所得金額1,000
万円以下

23歳以上は学校等に
支払われる費用等に
限定

30歳到達時に在学し
ている受贈者は、在
学期間終了時又は40
歳到達時のいずれか
早い日

贈与者の相続開始前
3年以内の贈与につ
いては、㋑23歳未満
の場合、㋺学校等に
在学している場合、
㋩教育訓練を受けて
いる場合を除き、相
続財産に加算される



〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町5-6 
FAX  03-3357-6682 
http://www.zenkokuhojinkai.or.jp  

公益財団法人

全国法人会総連合
※内容に関するお問い合わせは、上記の宛先までＦＡＸ等文書にてお送りください。なお、個別事案に関するご質問にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

1　中小企業の支援
⑴ 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長

中小企業者等の法人税率（年800万円以下の所得金額）について、
19％を15％に軽減する特例の適用期限が2年間延長されます。

2　地方法人課税における新たな偏在是正措置
地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化を踏まえ、特別

法人事業税（仮称）、特別法人事業譲与税（仮称）が創設されます。
① 特別法人事業税（仮称）

消費税率10％段階において、法人事業税（所得割・収入割）の一
部（法人事業税の約30％）が分離され、特別法人事業税（仮称）

（国税）とされます。
② 特別法人事業譲与税（仮称）

特別法人事業税（仮称）の税収（全額）が都道府県に譲与されま
す。人口を譲与基準として、不交付団体に対して譲与制限の仕組
みが設けられます。

3　森林環境税（仮称）、森林環境譲与税（仮称）の創設
森林整備等に充てる財源の確保のため、森林環境税(仮称)と森林

環境譲与税（仮称）が創設されます。
① 森林環境税（仮称）

国内に住所を有する個人が国税として年額1,000円が課され、
個人住民税とあわせて賦課徴収されます。

② 森林環境譲与税（仮称）
森林環境税（仮称）の収入額に相当する額を市町村と都道府県に
譲与し、森林整備の費用等に充てられます。

２　イノベーション促進のための研究開発税制の見直し
　質の高い研究を後押しするとともに、研究開発投資を増加させた
場合のインセンティブを強化する観点から、以下のように研究開発税
制が見直されます。
⑴ 特別試験研究費に係る税額控除制度（オープンイノベーション型）

オープンイノベーション型について、対象範囲に民間企業（研究開
発型ベンチャーを含む）への一定の委託研究が追加されるとともに、
控除税額の上限が法人税額の10%（現行：5%）に引き上げられます。

⑵ 試験研究費の総額に係る税額控除制度（総額型）
総額型について、税額控除率が見直された上、研究開発を行う一

定のベンチャー企業の控除税額の上限が法人税額の40%（現行:
25%）に引き上げられます。

⑵ 中小企業投資促進税制の延長
中小企業者等が機械装置等の対象設備を取得等した場合に適用

できる中小企業投資促進税制が、2年間延長されます。

⑵ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
住宅借入金等特別控除は、個人が住宅借入金等を利用してマイ

ホームの新築、取得又は増改築等を行い、一定の要件を満たした場合、
その取得等に係る住宅借入金等の年末残高（一般住宅の場合は4,000
万円が限度）の1％を10年間、税額控除が適用できる制度です。

改正案では、個人が消費税率10％が適用される住宅を取得し、平
成31（2019）年10月1日から平成32（2020）年12月31日までの間
に居住した場合、住宅借入金等特別控除の控除期間が現行の10年
間から13年間に3年間延長されます。

なお、11年目以降の3年間については、消費税率2％引き上げ分
の範囲で控除額の上限が設けられ、①住宅借入金等の年末残高

（4,000万円（注）を限度）の1％、②建物購入価格（税抜4,000万円
（注）を限度）の3分の2％、のいずれか少ない金額の税額控除が適用
できます。

（注） 長期優良住宅、低炭素住宅、東日本大震災の被災者等に係る再建

住宅の場合は、借入金年末残高の上限や建物購入価格の上限は、

5,000万円となります。

⑶ 中小企業経営強化税制の延長
中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の

中小企業者等が、特定経営力向上設備等を取得し、指定事業の用に
供した場合に、即時償却又は税額控除（10％）が適用できる中小企業
経営強化税制について、働き方改革に資する設備も適用対象とした
上で、適用期限が2年間延長されます。

法人会版速 報

＊ このパンフレットは、平成30年12月21日に閣議決定さ
れた平成31年度税制改正大綱等に基づいています。

　今後の国会審議等にご留意ください。
＊ 平成31年分以降の元号につきましては、便宜上、平成を

使用するとともに西暦を併記してあります。

適用時期

　平成33(2021)年3月31日まで適用期限が延長されます。

適用時期

　平成33(2021)年3月31日まで適用期限が延長されます。

適用時期

　平成33(2021)年3月31日まで適用期限が延長されます。

⑷ 中小企業における災害に対する事前対策のための設備投資に係
　る税制上の措置

中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえ、事前対策の取
組を推進する観点から、中小企業等経営強化法の改正を前提とする
事業継続力強化計画（仮称）の認定を受けた一定の中小企業者が防
災・減災設備を取得等をした場合に、20％の特別償却ができる措置
が講じられます。

Ⅰ  法人税関係

平成31年度版

税制改正 あらましの税制改正 あらましあらましあらましののの
法人会キャラクター けんた法人会キャラクター けんた

適用時期

　改正中小企業等経営強化法の施行の日から平成33(2021)年
3月31日までの間に特定事業継続力強化設備等の取得等をし
て、事業の用に供した場合に適用されます。

適用時期

　①の改正は平成31(2019)年10月1日以後に開始する事業年
度から、②の改正は平成32(2020)年度から適用されます。

適用時期

　①の改正は平成36(2024)年度から、②の改正は平成31(2019)
年度から適用されます。

適用時期

　消費税率10%の住宅を取得し、平成31(2019)年10月1日から平
成32(2020)年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用
されます。

　中小企業投資促進税制の概要

対象
設備

税制
措置

・機械装置（1台160万円以上）

・測定工具及び検査工具（1台120万円以上又はその

事業年度で1台30万円以上かつ複数合計120万円

以上）

・一定のソフトウェア（一の取得価額が70万円以上

又はその事業年度の複数合計70万円以上）

・貨物自動車（車両総重量3.5トン以上）

・内航船舶（取得価格の75％が対象）

・個人事業主、資本金3000万円以下の中小企業

30％特別償却又は7％税額控除の選択適用

・資本金3000万円超の中小企業

　30％特別償却
（注） ①、②のいずれか少ない金額の税額控除が適用できます。

住宅区分 税制措置

　【現行】（１～１０年目）

一般住宅

認定長期優良住宅
認定低炭素住宅

東日本大震災の被
災者等に係る再建
住宅

住宅借入金等の年末残高（4,000万円を
限度）×1％

住宅借入金等の年末残高（5,000万円を
限度）×1％

住宅借入金等の年末残高（5,000万円を
限度）×1.2％

（居住年により、住宅借入金等の年末残高 
   の限度額が異なります）

　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の概要

本則税率
特例の
税率

15％

中小法人
（資本金 1 億円
以下の法人）

所得金額が年800万円超

所得金額が年800万円以下

23.2％

19％

① 住宅借入金等の年末残高（4,000 万円
を限度）×1％

② 建物購入価格（税抜4,000万円を限度）
×2％÷3

① 住宅借入金等の年末残高（5,000 万円
を限度）×1％

② 建物購入価格（税抜5,000万円を限度）
×2％÷3

① 住宅借入金等の年末残高（5,000 万円
を限度）×1.2％

② 建物購入価格（税抜5,000万円を限度）
×2％÷3

　【改正案】（11～１3年目）※1～10年目は現行制度が適用されます。

一般住宅

税制措置

認定長期優良住宅
認定低炭素住宅

東日本大震災の被
災者等に係る再建
住宅

住宅区分

（注） 中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。

機械装置

器具備品

建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの

　災害に対する事前対策の対象設備

1台又は１基の取得価額が100万円以上のもの

1台又は１基の取得価額が30万円以上のもの

　住宅借入金等特別控除の概要




